
連絡先 川崎区役所地域みまもり支援センター　201-3228
※お住まいの地域やご相談内容によって、関係機関におつなぎすることがあります。

あなたの町の

民生
委員児童委員

地域の
つなぎ役

私たちは厚生労働大臣から委嘱を受け、守秘義務があります。

ご相談内容や個人情報等、秘密は厳守します。

安心してご相談ください。

つなぎ

地域住民からの生活上のお困りごとの相談に乗り、

内容に応じて適切な関係機関・団体に　　　　 ます。

ご自身や地域で気になる方のことなどお気軽に相談ください。

こんな心配心配　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　悩み悩み　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　はありませんか？や



見守り

高齢者や障害者世帯等の
訪問・見守り

高齢者や障害者世帯等の安否確認や
見守りのために訪問活動を行います

登下校時の見守り・
パトロール

　子どもたちが交通事故や犯罪被害等に
　巻き込まれないよう登下校時の見守り
　声掛け、パトロール活動を行います

地域･学校の行事･学習等への
参加協力

適切な支援につなぐための
研修会への参加

つなぐ

　　高齢者や子育て家庭を対象とした
　　サロンや会食会等に取り組んでいます。

地域住民とつながる場づくり
への協力

住民の居場所づくりや
仲間づくり

こんな活動をしていますこんな活動をしています

支える

区・地区社会福祉協議会等と協力し、
みんなのごはんや健康体操等を開催し、
地域住民との交流を深めています。

民生委員児童委員は民生委員児童委員は

　地域や学校行事・学習等への参加・協力を
　通じて、住民との交流を深めています。

地域住民が抱える悩み事等の相談に応じ、
適切な機関へつないだり、情報提供を行う
ため、研修会等を参加・実施しています。


